
（単位：千円）

国庫
支出金

県
支出金

その他 一般財源
うち、引上げ分の

地方消費税
（社会保障財源化分）

1,536,424 681,346 394,723 460,355 68,286

297,246 52,381 244,865 36,322

2,012,593 353,580 206,718 219,660 1,232,635 182,844

35,322 16,344 18,978 2,815

629,321 459,212 17,407 152,702 22,651

49,345 49,345 7,320

84,141 84,141 12,481

4,644,392 1,494,138 635,192 272,041 2,243,021 332,719

758,905 34,333 17,166 707,406 104,934

287,608 47,399 168,307 71,902 10,666

1,046,513 81,732 185,473 779,308 115,600

884,865 158,711 726,154 107,714

166,386 31,877 134,509 19,953

125,074 1,863 5,386 40,978 76,847 11,399

21,732 13,545 8,187 1,214

97,438 3,905 977 13,340 79,216 11,751

1,295,495 37,645 165,074 67,863 1,024,913 152,031

6,986,400 1,613,515 985,739 339,904 4,047,242 600,350

愛媛県 大洲市

600,350千円

6,986,400千円

総合福祉施設運営事業

（令和６年度決算）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当経費について

 （歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

 （歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当する社会保障施策関連経費

　地方消費税交付金のうち、消費税率引き上げに伴う増収分については、社会保障施策（社会福祉、社会保険、保
健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとされています。
　令和６年度大洲市一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、以下のとおりです。

特定財源

事業費

社会
保険

介護保険事業

財　源　内　訳

小　　　計

合　　　計

保健
衛生

事　　　業　　　名

児童福祉事業

母子父子福祉事業

生活保護扶助事業

高齢者福祉事業

小　　　計

国民健康保険事業

保健師設置費

健康増進事業

診療所運営事業

小　　　計

社会
福祉

障害者福祉事業

社会福祉団体運営補助

高齢者医療事業

感染症予防事業


